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三
月
定
例
会
会
期
日
程

 

3
月
2
日 

本
会
議
（
開　

会
）

　
　

◎
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

　
　

◎
会
期
の
決
定

　
　

◎
提
出
議
案
の
市
長
説
明

　
　
　
　
　
　

並
び
に
所
信
表
明

　
　

◎
議
案
審
議

　
　

◎
議
案
の
委
員
会
付
託

 

3
月
10
日 

本
会
議

　
　

◎
一
般
質
問

 

3
月
12
日 

総
務
常
任
委
員
会

 

社
会
常
任
委
員
会

 

3
月
13
日 

経
済
建
設

　

 

　
　

常
任
委
員
会

 

3
月
16
日 

予
算
特
別
委
員
会

 

3
月
17
日 

予
算
特
別
委
員
会

 

3
月
24
日  

本
会
議

　
　

◎
委
員
長
報
告

　
　

◎
議
案
審
議  　

（
閉　

会
）

３月定例会議案議決結果
　市長提出
議第   1 号　都留市地域公共交通会議設置条例制定の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   2 号　都留市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制定の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   3 号　都留市乳幼児医療費助成金支給条例中改正の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   4 号　都留市小規模企業者小口資金融資促進条例中改正の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   5 号　都留市介護保険条例中改正の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   6 号　都留市手数料条例中改正の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   7 号　都留市都留戸沢の森和みの里条例中改正の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   8 号　都留市農村地域工業導入特別対策事業に係る施設条例廃止の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第   9 号　都留市自治基本条例検討審議会設置条例廃止の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 10号　市道の路線の認定の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 11号　都留市病院事業建設改良積立金の目的外使用の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 12号　公立大学法人都留文科大学の中期目標を定める件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 13号　平成 21年度山梨県都留市一般会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 14号　平成 21年度山梨県都留市国民健康保険事業特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 15号　平成 21年度山梨県都留市簡易水道事業特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 16号　平成 21年度山梨県都留市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 17号　平成 21年度山梨県都留市老人保健特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 18号　平成 21年度山梨県都留市下水道事業特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 19号　平成 21年度山梨県都留市温泉事業特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 20号　平成 21年度山梨県都留市介護保険事業特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 21号　平成 21年度山梨県都留市介護保険サービス事業特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 22号　平成 21年度山梨県都留市後期高齢者医療特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 23号　平成 21年度山梨県都留市桑代沢外 17恩賜林保護財産区管理会特別会計予算　3月 24 日 可 決
議第 24号　平成 21年度山梨県都留市水頭外 3恩賜林保護財産区管理会特別会計予算　　 3 月 24 日 可 決
議第 25号　平成 21年度山梨県都留市濁り沢外 18恩賜林保護財産区管理会特別会計予算　3月 24 日 可 決
議第 26号　平成 21年度山梨県都留市板ヶ沢外 7恩賜林保護財産区管理会特別会計予算　 3 月 24 日 可 決
議第 27号　平成 21年度山梨県都留市盛里財産区特別会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 28号　平成 21年度都留市水道事業会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 29号　平成 21年度都留市病院事業会計予算 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 30号　平成 20年度山梨県都留市一般会計補正予算 ( 第 6号 ) 　　　 3 月　2日 可 決
議第 31号　平成 20年度山梨県都留市一般会計補正予算 ( 第 7号 ) 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 32号　平成 20年度山梨県都留市都留文科大学特別会計補正予算 ( 第 3号 )　　 3 月 24 日 可 決
議第 33号　平成 20年度山梨県都留市国民健康保険事業特別会計補正予算 ( 第 2号 ) 3 月 24 日 可 決
議第 34号　平成 20年度山梨県都留市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算 ( 第 1号 ) 3 月 24 日 可 決
議第 35号　平成 20年度山梨県都留市下水道事業特別会計補正予算 ( 第 3号 )　　　 3 月 24 日 可 決
議第 36号　平成 20年度山梨県都留市介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 2号 )　　 3 月 24 日 可 決
議第 37号　平成 20年度山梨県都留市後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 2号 )　 3 月 24 日 可 決
議第 38号　都留市父子手当支給条例制定の件 　　　 3 月 24 日 可 決
議第 39号　平成 20年度山梨県都留市一般会計補正予算 ( 第 8号 ) 　　　 3 月 24 日 可 決

　議 員提出
議員提出議案第 1号　都留市議会委員会条例中改正の件 　　　 3 月　2日 可 決

　請 　　願
請願第２号　後期高齢者医療制度の廃止を求める請願 　　　 3 月 24 日審議未了
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市 長 所信主要項目

◆「都留市自治基本条例」の制定を契機とした協働のまちづくりの推進

◆緊急経済対策【「都留市特定中小企業者緊急経済対策助成事業」の創設、「小規模企業者小

　口資金融資促進条例」の一部改正、雇用創出に向けた「ふるさと雇用再生特別交付金事業」

　と「緊急雇用創出事業」、商店等の活性化を図るための「定額給付金活用地域振興事業」】

◆都留文科大学の法人化

◆井倉地内の土地区画整理事業

◆橋梁長寿命化修繕計画の策定

◆介護保険事業【平成２１年度から２３年度までの「第４期の介護保険事業計画」の実施】

◆子育て支援並びに少子化対策の推進について【特定不妊治療助成制度の創設、妊婦健康診

　査の助成の拡充、父子手当の支給の新設、病児・病後児保育事業の充実・拡大、学童保育

　（放課後児童クラブ）の２１年度中での全小学校区への設置、乳幼児医療費助成の拡充】

◆障害福祉施策の推進【「第２期障害福祉計画」による総合的サービスの提供】

◆生活保護受給者等就労支援事業の推進

◆環境保全市民会議【提案された都留市グリーンアクションパートナー事業の推進や環境教

　育副読本の作成等の実現】

◆公立病院の改革プランの策定

◆都留市立病院【医療体制の整備・充実（将来的な産婦人科の分娩再開、眼科診療の診療日

　拡大と白内障手術等の再開調整、外科診療の常勤医師の増員）】

◆学校教育【教育委員の増員による機関の機能発揮、新学習指導要領の移行期間での体制等

　の整備）】

◆学校の施設整備【改修工事や修繕等の計画的実施、学校給食センターの建設着手】

◆スポーツの振興【「都留アスリート倶楽部」、「第５回都留市ジャパンジュニアグラススキー

　大会」の積極的推進】

※詳細につきましては、後日、市役所またはホームページにて閲覧できます。
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三
月
十
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、

四
名
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

▽
谷
垣 

喜
一 

議
員

▽
清
水 

絹
代 

議
員

▽
杉
山 　

肇 

議
員

▽
小
林 

義
孝 

議
員

谷
垣 

喜
一 
議
員

▼
公
共
バ
ス
の
活
用
に
つ
い
て

▼
オ
ス
ト
メ
イ
ト
支
援
に
つ
い
て

▼
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
制
度
に
つ
い
て

▼
中
学
校
武
道
の
必
修
化
に
つ
い
て

  

公
共
バ
ス
の

       

活
用
に
つ
い
て

急
速
に
少
子
高
齢
化
が
進
む

中
で
、
人
が
集
ま
る
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
の
「
公
共
交
通
の
整

備
」
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
国
土
交
通
省
は
昨
年
、
自
治

体
や
交
通
事
業
者
、
住
民
が
参
加

す
る
協
議
会
に
実
証
運
行
な
ど
の

費
用
を
補
助
す
る
「
地
域
公
共
交

通
活
性
化
・
再
生
総
合
事
業
」
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
地
域
交
通
へ
の

総
合
的
な
支
援
を
進
め
て
い
く
方

針
で
あ
る
。
本
市
の
生
活
バ
ス
路

線
維
持
補
助
を
見
て
み
る
と
毎
年

百
万
円
単
位
で
予
算
が
増
え
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
数
削
減
で

市
民
生
活
に
支
障
を
き
た
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
が

続
く
な
か
、
公
共
バ
ス
活
用
の
あ

り
方
に
つ
い
て
市
長
の
認
識
と
今

後
の
取
り
組
み
は
。

本
年
度
は
、
利
用
客
数
の
減

少
と
と
も
に
、
燃
料
費
の
高

騰
等
の
要
因
も
加
わ
り
、
バ
ス
事

業
者
の
損
益
額
が
予
想
を
大
幅
に

上
回
っ
た
た
め
、
三
月
補
正
予
算

に
二
百
万
円
の
増
額
分
を
計
上
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
年
度
の
平

均
乗
車
密
度
を
見
る
と
、
一
人
台

が
六
系
統
、
一
人
に
満
た
な
い
系

統
が
十
二
と
な
る
な
ど
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
、
事
業
者
の
み
な
ら
ず

行
政
や
市
民
も
含
む
地
域
全
体
で

の
取
り
組
み
が
必
要
不
可
欠
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
道
路
運

送
法
の
規
定
に
基
づ
く
、
地
域
公

共
交
通
会
議
を
設
置
す
る
こ
と
と

し
、
今
定
例
会
に
「
都
留
市
地
域

公
共
交
通
会
議
設
置
条
例
制
定
の

件
」
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
今
後
、
同
会
議
を
通
じ
、
多

く
の
市
民
の
理
解
と
納
得
が
得
ら

れ
る
公
共
バ
ス
の
活
用
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
多
様
な
視
点
か
ら
検

討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
「
地

域
公
共
交
通
活
性
化
・
再
生
総
合

事
業
」
に
つ
い
て
は
、
同
会
議
の

検
討
結
果
を
踏
ま
え
導
入
等
を
検

討
し
て
い
く
。

 

オ
ス
ト
メ
イ
ト
支
援

　
　
　
　
　

に
つ
い
て

国
全
体
で
十
六
万
人
い
る
と

い
わ
れ
る
オ
ス
ト
メ
イ
ト
の

方
々
が
、
い
つ
も
悩
ん
で
い
る
次

の
事
項
に
つ
い
て
伺
う
。
①
外
出

時
で
の
ト
イ
レ
利
用
に
つ
い
て
、

こ
れ
か
ら
も
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
も
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
や
う
ぐ
い
す
ホ
ー
ル
を
は

じ
め
と
す
る
公
共
施
設
に
も
オ
ス

ト
メ
イ
ト
用
ト
イ
レ
設
置
を
進
め

る
こ
と
を
お
願
い
す
る
が
今
後
の

取
り
組
み
は
。
②
災
害
時
の
対
応

に
つ
い
て
、
（１）
是
非
利
用
者
に
配

慮
と
な
る
簡
易
用
オ
ス
ト
メ
イ
ト

の
整
備
を
お
願
い
す
る
が
い
か
が

か
。
（２）
ス
ト
ー
マ
備
蓄
が
必
要
に

な
る
と
思
わ
れ
る
が
今
後
の
対
応

は
。
（３）
災
害
時
の
緊
急
携
帯
カ
ー

ド
が
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
連
携
を

と
る
場
合
の
助
か
る
ア
イ
テ
ム
に

な
る
と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
か
。

③
老
後
に
つ
い
て
、
高
齢
の
オ
ス

ト
メ
イ
ト
は
高
い
水
準
に
あ
り
、

課
題
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
際

の
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
と
日
常
生
活
用

具
交
換
、
一
人
で
ス
ト
ー
マ
管
理

が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
方
へ
の

対
応
で
あ
る
。
平
成
十
七
年
七
月

二
十
六
日
に
厚
生
労
働
省
か
ら
出

さ
れ
た
通
達
に
よ
り
ツ
ー
ピ
ー
ス

型
の
パ
ウ
チ
交
換
だ
け
が
医
療
行

為
か
ら
は
ず
さ
れ
た
と
聞
い
て
い

る
が
、
本
市
に
お
け
る
介
護
現
場

で
の
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
か
、
ま
た
、
今
後
の
取
り

組
み
は
。
④
（１）
本
市
に
お
い
て
、

ス
ト
ー
マ
用
装
具
交
付
券
を
給
付

し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
足
り
ず

自
己
負
担
を
し
て
い
る
方
が
多
く

お
り
、
家
計
に
重
く
の
し
か
か
っ

て
い
る
が
、
装
具
拡
充
に
向
け
た

本
市
の
支
援
策
に
つ
い
て
今
後
の

取
り
組
み
は
。
（２）
自
宅
の
ト
イ
レ

を
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
ト
イ
レ
に

改
修
し
た
時
に
整
備
改
修
費
用
の

助
成
は
あ
る
の
か
。

①
本
市
で
は
既
に
市
役
所
、

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
、
都

留
市
立
病
院
及
び
都
留
文
科
大

学
前
駅
に
設
置
し
て
い
る
が
、

そ
の
他
既
設
の
公
共
施
設
へ
の
設

置
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
や
そ
の

構
造
か
ら
大
変
困
難
な
状
況
で
あ

る
の
で
、
新
た
な
公
共
施
設
を
建

設
す
る
場
合
や
大
規
模
改
造
等
の

際
、
地
理
的
バ
ラ
ン
ス
に
も
考
慮

す
る
な
か
、
設
置
を
検
討
し
て
い

く
。
②
（１）
ト
イ
レ
の
設
置
場
所
や

簡
易
型
製
品
の
有
効
性
な
ど
を

調
査
・
研
究
す
る
と
と
も
に
、

現
在
、
障
害
者
等
の
た
め
の
福
祉

避
難
所
と
し
て
市
が
指
定
し
て
い

る
「
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
」
に

は
オ
ス
ト
メ
イ
ト
用
ト
イ
レ
が
設

置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
対
象
者
に

つ
い
て
は
、
優
先
的
に
、
こ
の
建

物
へ
避
難
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

（２）
他
県
に
お
い
て
は
、
利
用
者
が

定
め
ら
れ
た
避
難
場
所
の
保
管
庫

に
日
常
使
用
し
て
い
る
装
具
を
あ

ら
か
じ
め
備
蓄
し
て
お
き
、
災
害

時
に
装
具
を
持
ち
出
せ
な
か
っ
た

と
き
や
手
持
ち
分
が
不
足
し
た
と

き
に
、
避
難
所
に
お
い
て
も
自
分

の
装
具
を
装
着
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
を
参
考
に
対
応
策
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
。
（３）
「
社
団
法

人
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
」
の
岩

手
県
支
部
で
は
、
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
の
助
成
を
受
け

て
「
ス
ト
ー
マ
・
カ
ー
ド
」
を
作

成
し
、
ス
ト
ー
マ
利
用
者
及
び
家

族
に
対
し
て
市
町
村
窓
口
を
通
じ

て
カ
ー
ド
を
配
付
し
て
い
る
。

本
市
に
お
い
て
は
、
県
が
策
定
し

た
「
障
害
者
や
高
齢
者
の
た
め
の

災
害
時
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
も

と
に
、
都
留
市
地
域
防
災
計
画
に
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沿
っ
た
「
災
害
時
要
援
護
者
支
援

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
平
成
二
十
一
年

度
に
作
成
す
る
予
定
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
社
団
法
人
日
本
オ
ス
ト

ミ
ー
協
会
山
梨
県
支
部
と
も
連
携

し
な
が
ら
カ
ー
ド
作
成
の
可
能
性

に
つ
い
て
調
査
・
研
究
し
て
い
き

た
い
。
③
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
市

の
ス
ト
ー
マ
装
具
使
用
者
の
う
ち

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
数

名
い
る
が
、
施
設
に
よ
っ
て
は
既

に
夜
間
、
看
護
師
の
不
在
時
等
に

介
護
福
祉
士
が
行
っ
て
お
り
、

ま
た
、
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
に
関
す
る

研
修
を
希
望
す
る
事
業
所
も
見
受

け
ら
れ
、
厚
生
労
働
省
の
通
達
以

後
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
も
進
ん

で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
今

後
、
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
が
必
要
な
方

へ
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
適
用
に
つ

い
て
、
医
療
機
関
と
も
連
携
を
図

る
中
、
介
護
事
業
所
等
へ
周
知
を

徹
底
し
て
い
く
。
④
（１）
ス
ト
ー
マ

装
具
の
利
用
者
へ
の
助
成
に
つ
い

て
は
、
給
付
基
準
額
が
障
害
者
自

立
支
援
法
の
中
で
定
め
ら
れ
て
い

る
が
、
基
準
額
ま
で
利
用
し
な
い

方
も
お
り
、
個
人
差
が
み
ら
れ
る

の
で
、
ス
ト
ー
マ
給
付
申
請
時
に

使
用
状
況
を
調
査
・
確
認
し
、
個
々

に
対
応
し
た
適
切
な
利
用
を
助
言

し
て
い
き
た
い
。
（２）
日
常
生
活
用

具
給
付
事
業
の
中
に
住
宅
改
修

費
に
つ
い
て
の
助
成
制
度
は
あ
る

が
、
対
象
と
な
る
の
は
下
肢
・
体

幹
機
能
障
害
等
で
あ
り
、
ス
ト
ー

マ
装
具
を
使
用
し
て
い
る
内
部
障

害
者
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
国
・
県
な
ど
に
対
し
、
オ

ス
ト
メ
イ
ト
を
含
め
要
援
護
者
へ

の
支
援
策
の
拡
充
が
図
れ
る
よ
う

市
長
会
な
ど
を
通
じ
て
要
望
し
て

い
く
。

 

エ
コ
ポ
イ
ン
ト
制
度

　
　
　
　
　

  

に
つ
い
て

低
酸
素
社
会
形
成
の
た
め
に

は
、
特
に
近
年
増
加
が
著
し

い
家
庭
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
削
減
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
環
境
省
は
、

国
民
の
環
境
行
動
を
促
進
す
る
た

め
に
、
身
近
で
わ
か
り
や
す
く
エ

コ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
を

推
進
し
て
い
る
。
環
境
に
や
さ
し

い
家
庭
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
削
減
を
、
目
に
見
え
て
楽
し

く
分
か
り
や
す
く
で
き
る
エ
コ
ポ

イ
ン
ト
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
伺

う
。

環
境
省
が
推
進
す
る
エ
コ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
ポ
イ
ン
ト
事
業

に
つ
い
て
は
、
消
費
者
が
温
暖
化

対
策
型
の
商
品
を
購
入
し
た
り
、

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、

そ
れ
に
応
じ
て
企
業
な
ど
が
ポ
イ

ン
ト
の
原
資
を
出
資
し
、
利
用
者

に
還
元
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
国

規
模
で
利
用
可
能
な
シ
ス
テ
ム
を

開
発
・
導
入
す
る
も
の
を
「
全
国

型
」
、
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た

先
駆
的
な
展
開
を
行
う
も
の
を

「
地
域
型
」
と
し
て
、
モ
デ
ル
事

業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
こ
れ
ま
で

全
国
型
三
団
体
、
地
域
型
九
団
体

が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
業

は
、
住
民
の
環
境
活
動
へ
の
理
解

と
参
加
を
促
す
と
と
も
に
、
環
境

へ
の
意
識
の
醸
成
に
繋
が
る
こ
と

が
期
待
で
き
る
有
効
な
手
法
の
一

つ
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
、

モ
デ
ル
事
業
の
実
施
状
況
や
効
果

な
ど
を
検
証
し
、
導
入
に
つ
い
て

環
境
保
全
市
民
会
議
に
お
い
て
検

討
し
て
い
く
。

  

中
学
校
武
道
の

       

必
修
化
に
つ
い
て

わ
が
国
固
有
の
文
化
で
あ
る

武
道
の
振
興
を
支
援
す
る
た

め
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
中
学

校
保
健
体
育
に
お
い
て
、
武
道
や

ダ
ン
ス
の
必
修
化
の
完
全
実
施
に

向
け
た
教
育
基
本
計
画
が
昨
年
七

月
に
策
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
す

べ
て
の
中
学
校
で
、
安
全
か
つ
円

滑
な
実
施
が
で
き
る
よ
う
、
今
後

予
測
さ
れ
る
次
の
こ
と
に
つ
い
て

伺
う
。
①
本
市
中
学
校
三
校
の
完

全
実
施
に
対
応
で
き
る
施
設
整
備

計
画
に
つ
い
て
。
②
地
域
連
携
指

導
推
進
協
力
者
会
議
の
設
置
、
地

域
連
携
指
導
実
践
校
に
つ
い
て
。

③
中
学
校
武
道
必
修
化
に
お
け
る

教
育
委
員
会
の
認
識
と
今
後
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
。

①
武
道
の
授
業
に
つ
い
て

は
、
全
中
学
校
で
柔
道
を
主

に
教
育
課
程
の
編
成
を
お
こ
な
う

予
定
で
あ
る
た
め
、
平
成
二
十
一

年
度
か
ら
柔
道
着
の
補
充
や
体
育

館
に
敷
く
マ
ッ
ト
や
畳
な
ど
の
設

備
に
つ
い
て
、
学
校
側
か
ら
の
要

望
に
合
わ
せ
整
備
し
て
い
く
。　

②
武
道
・
ダ
ン
ス
の
学
習
指
導
の

在
り
方
な
ど
の
検
討
や
研
究
な
ど

を
お
こ
な
う
、
「
地
域
連
携
指
導

推
進
協
力
者
会
議
」
の
設
置
や
、

こ
れ
を
実
践
す
る
た
め
の
文
部
科

学
省
の
委
託
事
業
で
あ
る
「
地
域

連
携
実
践
校
」
の
設
置
に
つ
い
て

は
、
新
年
度
設
置
す
る
学
校
地
域

支
援
本
部
事
業
に
お
け
る
外
部
指

導
者
の
活
用
状
況
や
、
各
中
学
校

の
要
望
も
聞
く
な
か
で
検
討
し
て

い
く
。
③
中
学
校
に
お
い
て
「
武

道
」
や
「
ダ
ン
ス
」
を
履
修
す
る

こ
と
は
、
豊
か
な
心
や
健
や
か
な

体
の
育
成
、
伝
統
・
文
化
に
関
す

る
教
育
を
行
う
上
で
、
重
要
な
こ

と
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後

も
教
育
活
動
に
支
障
が
起
き
な
い

よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

▼
危
機
的
経
済
不
況
が
も
た
ら
す
市
民
生
活
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
税
収
入
へ
の
影
響
に
つ
い
て

▼
地
下
水
取
水
制
限
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

▼
人
権
問
題
Ｄ
Ｖ(

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス)

・

　
　
　
　
　
　
　
　

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
の
予
防
と
対
策
に
つ
い
て

清
水 

絹
代 

議
員

危
機
的
経
済
不
況
が
も
た

ら
す
市
民
生
活
と
市
税
収

入
へ
の
影
響
に
つ
い
て

①
思
い
が
け
な
い
突
然
の
失

業
に
よ
る
収
入
減
で
相
当
厳

し
い
生
活
状
況
に
あ
る
市
民
の
声

が
多
く
聞
か
れ
る
が
、
市
民
の
失

業
状
況
や
市
内
の
経
営
状
況
の
把

握
を
し
て
い
る
か
。
②
新
年
度
予

算
の
市
税
収
入
だ
け
で
も
前
年
度

比
約
五
千
万
円
の
減
と
な
っ
て
お

り
、
現
状
況
か
ら
自
主
財
源
で
あ

る
地
方
税
の
減
収
が
当
然
増
加
す

る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い

る
。
市
と
し
て
は
、
特
に
個
人
収

入
の
低
下
に
よ
る
税
金
の
滞
納
に

加
え
て
あ
ら
ゆ
る
公
金
へ
の
滞
納

に
よ
る
減
収
、
ま
た
、
事
業
者
か

ら
の
法
人
税
の
減
収
を
ど
の
よ
う

に
予
測
し
、
対
応
を
ど
の
よ
う
に
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層
懇
切
丁
寧
な
納
税
相
談
や
関
係

機
関
と
連
携
し
た
粘
り
強
い
滞
納

処
理
を
実
践
し
、
自
主
財
源
と
し

て
の
市
税
の
確
保
に
努
め
て
い
き

た
い
。

地
下
水
取
水
制
限
に
関
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

今
議
会
に
出
さ
れ
た
市
長
説

明
に
「
地
下
水
取
水
制
限
条

例
に
関
す
る
条
例
制
定
の
た
め
の

予
備
調
査
費
」
を
計
上
し
た
と
あ

り
、
出
来
る
限
り
早
く
実
現
す
る

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
た
だ
、

地
下
水
の
保
全
は
、
単
に
一
自
治

体
が
保
全
し
て
も
安
全
が
保
証
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
最
下
流
域

に
位
置
す
る
本
市
は
、
上
流
か
ら

の
影
響
に
よ
る
危
険
性
が
大
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
上
流
部
自
治
体
と

の
連
携
よ
る
広
域
的
な
保
全
条
例

の
必
要
性
も
昨
年
の
六
月
定
例
会

で
提
言
し
て
い
る
が
、
上
流
部
自

治
体
と
の
連
携
も
視
野
に
入
れ
た

取
り
組
み
を
考
え
て
い
る
か
。
ま

た
、
地
下
水
取
水
制
限
条
例
に
盛

り
込
む
基
本
的
枠
組
み
の
主
な
内

容
と
、
条
例
策
定
委
員
会
を
設
置

す
る
の
か
伺
う
。

平
成
二
十
一
年
度
よ
り
水
道

水
源
及
び
湧
水
箇
所
の
確
認

や
水
脈
調
査
等
の
地
下
水
資
源
観

平
成
十
八
年
三
月
に
策
定

し
た
男
女
共
同
参
画
推
進
計

画
「
つ
る
ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ン
」

の
重
点
目
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲

げ
て
い
る
「
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根

絶
」
に
関
す
る
具
体
的
取
り
組
み

と
し
て
二
項
目
を
位
置
づ
け
て
お

り
、
ま
ず
、
Ｄ
Ｖ 

、
虐
待
、
い

じ
め
へ
の
社
会
的
認
識
の
徹
底
で

は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る

中
、
市
広
報
な
ど
を
通
じ
、P

R

に
努
め
て
き
た
が
、
本
年
度
は
、

男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会
発
行

の
機
関
誌
「
は
ば
た
き
」
に
お
い

て
、
Ｄ
Ｖ
特
集
を
掲
載
す
る
と
と

も
に
、
新
年
度
発
行
を
予
定
し
て

い
る
「
市
民
向
け
く
ら
し
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
」
で
も
、
Ｄ
Ｖ
の
相
談

窓
口
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
都
留
市
人
権

擁
護
委
員
会
で
は
、
特
設
人
権
相

談
所
を
始
め
、
人
権
週
間
、
八
朔

祭
り
や
学
校
訪
問
等
の
活
動
を
通

し
て
、
人
権
擁
護
の
面
か
ら
の
Ｄ

Ｖ
対
策
に
務
め
て
い
た
だ
い
て
い

る
。
次
に
、
相
談
・
支
援
体
制
の

整
備
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現

在
、
本
市
で
は
、
複
雑
な
家
庭
内

の
問
題
や
、
児
童
虐
待
等
複
合
的

な
問
題
に
は
、
母
子
自
立
支
援
員

及
び
家
庭
相
談
員
が
在
籍
す
る
福

祉
課
が
窓
口
と
な
り
、
さ
ら
に
、

人
権
相
談
業
務
を
担
当
し
て
い
る

市
民
生
活
課
、
並
び
に
、
男
女
共

同
参
画
事
業
を
担
当
す
る
政
策
形

考
え
て
い
る
の
か
。

①
昨
年
十
月
以
降
の
都
留
労

働
基
準
監
督
署
の
解
雇
や
派

遣
切
り
及
び
賃
金
未
払
い
な
ど
の

雇
用
に
関
わ
る
相
談
件
数
は
五
百

七
十
六
件
と
急
増
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
都
留
管
内
の
雇
用
情
勢
調
べ

に
よ
る
と
、
本
年
一
月
末
の
失
業

保
険
受
給
者
は
二
百
八
十
八
人

で
、
前
年
同
時
期
の
百
八
十
七
人

か
ら
百
一
人
増
え
る
と
同
時
に
、

一
月
の
有
効
求
人
倍
率
も
〇
・
四

七
ポ
イ
ン
ト
と
非
常
に
厳
し
い
雇

用
状
況
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
、

政
府
与
党
が
決
定
し
た
、
「
生
活

対
策
」
に
基
づ
い
た
経
済
変
動
対

策
融
資
の
保
証
制
度
が
緩
和
さ
れ

た
昨
年
十
月
三
十
一
日
以
降
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
五
号
認
定
件
数
が

急
増
し
、
二
月
末
現
在
で
昨
年
度

の
認
定
件
数
十
二
件
の
約
九
倍
に

あ
た
る
百
七
件
を
認
定
し
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
幅
広
い
業
種
に

お
い
て
急
激
に
業
況
が
悪
化
し
て

い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
②
現

在
の
経
済
状
況
が
長
期
化
・
深
刻

化
す
れ
ば
、
今
後
、
市
民
の
納
税

環
境
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
が
予
測
さ
れ
、
市
税
の
み
な
ら

ず
公
金
全
体
の
収
納
率
の
低
下
に

も
つ
な
が
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

今
後
と
も
税
の
公
平
・
公
正
な
賦

課
・
収
納
を
基
本
理
念
に
な
お
一

測
に
必
要
と
な
る
予
備
調
査
に
着

手
す
る
こ
と
と
し
た
。
地
下
水
資

源
の
保
全
と
持
続
的
な
活
用
は
本

市
だ
け
の
独
立
し
た
取
り
組
み
で

は
困
難
で
あ
る
こ
と
は
十
分
認
識

し
て
お
り
、
本
市
の
上
流
部
に
位

置
し
、
既
に
平
成
十
七
年
度
よ
り

地
下
水
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
実

施
し
て
い
る
富
士
吉
田
市
等
と
の

連
携
を
図
る
と
と
も
に
「
や
ま
な

し
水
魅
力
創
出
研
究
会
議
」
等
を

活
用
し
、
広
域
的
で
中
長
期
的
視

野
に
立
っ
た
地
下
水
資
源
の
適
切

な
保
全
と
活
用
が
可
能
な
条
例
の

整
備
に
繋
げ
て
い
き
た
い
。
条
例

に
盛
り
込
む
基
本
的
枠
組
や
内
容

に
つ
い
て
は
、
予
備
調
査
を
経

て
、
必
要
な
詳
細
調
査
・
観
測
結

果
を
踏
ま
え
て
か
ら
の
こ
と
と
な

る
。
ま
た
、
こ
の
条
例
は
デ
ー
タ

に
基
づ
い
た
技
術
的
見
地
に
立
っ

た
条
例
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

て
い
る
が
、
条
例
策
定
委
員
会
設

置
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
調
査
の

過
程
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

人
権
問
題
の
Ｄ
Ｖ(

ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス)

・

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
の
予
防
と
対
策

に
つ
い
て

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ

ン
ス(

以
下
、
Ｄ
Ｖ
と
い
う
。

)

は
表
面
化
し
づ
ら
い
要
素
を
抱

え
て
お
り
、
被
害
者
は
、
現
状
が

Ｄ
Ｖ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、

逆
に
加
害
者
も
そ
れ
が
犯
罪
行
為

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い

こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
ま

た
、
近
年
、
さ
ら
に
増
加
し
て
い

る
の
が
交
際
中
の
相
手
か
ら
受
け

る
暴
力
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
が
若
者

の
間
に
想
像
以
上
に
広
が
っ
て
お

り
、
や
が
て
、
結
婚
後
等
の
Ｄ
Ｖ

に
つ
な
が
り
被
害
者
を
さ
ら
に
苦

し
め
る
。
Ｄ
Ｖ
で
あ
る
こ
と
の
気

づ
き
と
対
応
が
で
き
る
た
め
、
ま

た
、
加
害
者
に
な
ら
な
い
た
め
に

人
権
教
育
の
場
の
必
要
性
を
強
く

感
じ
て
い
る
。
同
時
に
、
周
囲
の

人
が
気
づ
い
て
救
済
へ
導
く
た
め

の
情
報
の
共
有
も
重
要
で
あ
り
、

情
報
共
有
の
た
め
出
来
る
限
り
低

い
年
齢
層
か
ら
の
教
育
が
重
要
と

考
え
る
。
都
留
市
男
女
共
同
参
画

推
進
計
画
「
つ
る
ハ
ー
ト
フ
ル
プ

ラ
ン
」
の
「
重
点
目
標
」（
三
）「
あ

ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
」
で
は
対
応

を
う
た
っ
て
い
る
が
、
今
ま
で
具

体
的
に
何
ら
か
の
対
策
が
実
施
さ

れ
た
か
、
ま
た
今
後
、
教
育
機
関

等
で
の
取
り
組
み
を
考
え
て
い
る

か
。
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な
ど
克
服
す
べ
き
多
く
の
課
題
が

存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
導
入
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

中
、
本
年
度
、
庁
内
に
「
つ
る
産

業
活
性
化
推
進
本
部
」
を
設
置
す

る
と
と
も
に
、
「
つ
る
産
業
活
性

化
推
進
会
議
」
が
発
足
し
、
七
つ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
が
進
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
森

林
活
用
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

間
伐
材
等
を
利
用
し
た
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
の
活
用
な
ど
に
つ
い
て
、

南
都
留
森
林
組
合
や
民
間
事
業
者

を
交
え
、
具
体
的
な
事
業
の
取
り

組
み
を
検
討
・
協
議
す
る
と
と
も

に
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
発
電
所
の
建
設
計
画
も

持
ち
上
が
る
な
ど
、
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
の
利
活
用
を
促
進
す
る
環
境

が
整
い
つ
つ
あ
る
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。
今
後
は
、
市
内
に
存
在

す
る
チ
ッ
プ
工
場
、
土
木
工
事
に

伴
い
排
出
さ
れ
る
樹
木
や
建
築
廃

材
の
処
理
施
設
、
ま
た
製
材
工
場

な
ど
の
民
間
企
業
と
も
十
分
情
報

交
換
を
す
る
中
で
、
本
市
の
「
バ

イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
構
想
」
の
策
定

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
さ
ら

に
、
「
環
境
モ
デ
ル
都
市
」
へ
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
に
つ
い
て
も
、
併
せ

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

情
に
も
精
通
し
、
さ
ら
に
高
い
知

見
を
有
す
る
学
識
経
験
者
と
し
て

お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
る
。

ま
た
、
個
人
的
な
見
解
だ
が
、

現
在
、
世
界
の
多
く
の
国
で
議
会

制
民
主
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
制
度
の
内
容
は
各
々

の
国
で
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
議

会
の
基
本
的
な
役
割
は
、
政
策
や

予
算
の
決
定
者
で
あ
り
、
執
行
機

関
の
監
視
者
で
あ
り
、
条
例
な
ど

の
政
策
の
提
案
者
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
日
本
の
地
方
議
会
で

は
執
行
機
関
を
監
視
す
る
役
割
の

み
が
重
視
さ
れ
、
政
策
決
定
者
や

政
策
提
案
者
と
し
て
の
役
割
が
手

薄
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
あ

る
一
定
の
執
行
責
任
を
負
う
た
め

の
代
替
的
な
仕
組
み
と
し
て
、
多

様
な
地
域
・
多
様
な
職
場
か
ら
選

ば
れ
た
現
場
を
知
り
、
多
様
な
意

見
や
提
案
を
持
つ
議
員
の
審
議
会

等
へ
の
参
加
が
始
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
今
後
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
長
い
歴

史
の
中
で
積
み
上
げ
て
き
た
、

議
会
と
の
関
係
を
尊
重
す
る
と
と

も
に
、
議
会
か
ら
の
要
請
が
あ
れ

ば
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
い
き
た

い
。

環
境
行
政
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
二
月
議
会
に

お
い
て
、
都
留
市
の
豊
富
な

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
を
活
用
す
る
バ

イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
構
想
を
策
定
し

都
留
市
と
し
て
公
募
を
す
べ
き
だ

と
す
る
一
般
質
問
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
が
、
森
林
面
積
が
約

八
五
・
四
％
を
占
め
る
本
市
に
と

っ
て
は
、
最
も
大
き
く
可
能
性
の

あ
る
資
源
を
ぜ
活
用
し
な
い
の

か
。
二
年
前
の
一
般
質
問
の
時

点
で
は
、
同
構
想
を
公
表
さ
れ

た
自
治
体
は
六
二
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
本
年
一
月
現
在
で
は

百
六
十
三
も
の
自
治
体
が
同
構
想

を
策
定
し
公
表
し
て
い
る
。
ぜ
ひ

早
急
に
対
応
さ
れ
る
こ
と
を
再
度

求
め
る
。
ま
た
、
温
室
効
果
ガ
ス

の
大
幅
な
削
減
な
ど
高
い
目
標
を

掲
げ
て
先
駆
的
な
取
り
組
み
に
チ

ャ
レ
ン
ジ
す
る
都
市
、
内
閣
府
が

推
進
し
様
々
な
支
援
が
受
け
ら
れ

る
「
環
境
モ
デ
ル
都
市
」
を
検
討

す
べ
き
だ
と
思
う
が
。

バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
構
想
の

導
入
や
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利

活
用
に
つ
い
て
、
県
森
林
総
合
研

究
所
の
指
導
を
得
る
中
、
検
討
し

た
経
緯
が
あ
る
が
、
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
の
生
産
・
集
荷
に
要
す
る
コ

ス
ト
や
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
確
立

成
課
が
連
携
協
力
し
対
応
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
現
在
、

Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
都
留

児
童
相
談
所
内
へ
の
設
置
や
、

都
留
児
童
相
談
所
で
の
Ｄ
Ｖ
被
害

者
の
一
時
保
護
、
さ
ら
に
二
十
四

時
間
体
制
で
相
談
業
務
に
携
わ
れ

る
女
性
警
官
の
警
察
署
へ
の
常
駐

配
備
等
に
つ
い
て
、
県
へ
要
望
活

動
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
の
教
育

機
関
等
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

は
、
学
校
現
場
と
の
意
見
交
換
を

杉
山　

肇 

議
員

▼
執
行
機
関
の
附
属
機
関
で
あ
る
各
種
審
議
会
や

　
　
　
　
　
　

委
員
会
な
ど
に
議
員
が
参
画
す
る
こ
と
に
つ
い
て

▼
環
境
行
政
に
つ
い
て

▼
新
学
習
指
導
要
領
の
対
応
と
小
中
一
貫
教
育
に
つ
い
て

す
る
中
、
家
庭
、
地
域
と
連
携
し

た
取
り
組
み
に
つ
い
て
調
査
研
究

し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
県
で
は
、

現
在
「
第
二
次
山
梨
県
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
基
本
計
画
」
を
作

成
中
で
あ
り
、
今
後
は
こ
の
計
画

に
沿
い
関
係
団
体
と
の
連
携
を
更

に
強
化
す
る
中
、
未
然
防
止
対
策

や
相
談
業
務
体
制
の
確
立
、
被
害

者
自
立
支
援
対
策
等
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。

執
行
機
関
の
附
属
機
関
で

あ
る
各
種
審
議
会
や
委
員

会
な
ど
に
議
員
が
参
画
す

る
こ
と
に
つ
い
て

議
決
機
関
で
あ
る
議
会
と
、

市
長
に
代
表
さ
れ
る
執
行
機

関
と
は
対
等
な
立
場
に
立
ち
、
常

に
チ
ェ
ッ
ク
ア
ン
ド
バ
ラ
ン
ス
の

関
係
に
よ
り
、
都
留
市
あ
る
い
は

市
民
の
利
益
の
確
保
に
期
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、

執
行
機
関
の
附
属
機
関
と
し
て
あ

る
各
種
審
議
会
や
委
員
会
な
ど

に
、
多
く
の
議
員
が
、
市
長
の
任

命
、
委
嘱
、
あ
る
い
は
選
任
さ
れ

参
画
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

執
行
機
関
と
議
会
と
の
対
等
な
関

係
、
監
視
機
関
と
し
て
の
議
会
の

役
割
を
考
え
れ
ば
望
ま
し
い
姿
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
分

権
の
流
れ
の
中
で
、
今
後
、
こ
の

都
留
市
が
責
任
を
持
っ
た
地
方
自

治
を
行
う
に
は
、
議
員
の
参
画
は

な
く
す
べ
き
だ
と
思
う
が
。

本
市
に
お
い
て
は
、
法
令
等

に
よ
る
委
嘱
を
除
い
た
、
い

く
つ
か
の
審
議
会
等
に
お
い
て
、

議
員
の
立
場
を
超
え
て
、
地
域
事
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小
林 

義
孝 

議
員

▼
誘
致
企
業
の
雇
用
状
況
に
つ
い
て

▼
市
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

▼
特
定
健
診
の
受
診
率
に
つ
い
て

▼
30
人
学
級
の
実
施
に
つ
い
て

▼
リ
ニ
ア
新
幹
線
の
駅
誘
致
に
つ
い
て

 

誘
致
企
業
の
雇
用
状
況

　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

か
つ
て
、
企
業
誘
致
条
例
、

企
業
奨
励
条
例
に
よ
り
固
定

資
産
税
の
減
免
措
置
を
受
け
、
市

民
の
雇
用
に
一
定
の
役
割
を
果
た

し
た
企
業
も
、
そ
の
後
の
経
済
状

況
の
変
化
に
よ
っ
て
撤
退
が
相
次

い
だ
。
こ
の
こ
と
は
誘
致
企
業
頼

み
の
経
済
政
策
・
雇
用
対
策
に
限

界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
時
間

が
か
か
っ
て
も
内
発
的
発
展
を
目

指
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
市
は
、

市
内
企
業
の
実
情
の
把
握
に
努

め
、
誘
致
企
業
に
対
し
て
は
雇
用

確
保
に
最
後
ま
で
努
力
す
る
よ
う

求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
現
状

と
対
策
に
つ
い
て
問
う
。

市
内
の
誘
致
企
業
は
も
と
よ

り
、
地
場
中
小
企
業
者
に
お

い
て
も
一
層
厳
し
い
経
営
状
況
と

な
っ
て
お
り
、
国
の
緊
急
経
済
対

策
融
資
制
度
の
適
用
企
業
と
し

て
、
二
月
末
ま
で
に
市
内
に
お
い

て
百
七
事
業
所
を
認
定
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
所

に
つ
い
て
は
、
直
近
三
ヶ
月
間

の
平
均
売
上
等
が
前
年
同
期
比

で
二
一
・
四
％
下
落
し
て
お
り
、

非
常
に
厳
し
い
経
営
状
況
が
伺
え

る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
市
独
自
の

緊
急
経
済
支
援
策
と
し
て
「
都
留

市
特
定
中
小
企
業
者
緊
急
経
済
対

策
助
成
金
制
度
」
を
創
設
し
、

市
内
の
中
小
企
業
者
が
、
国
の
緊

急
経
済
対
策
融
資
を
活
用
し
、
資

金
調
達
の
た
め
の
貸
付
を
受
け
る

際
、
山
梨
県
信
用
保
証
協
会
に
支

払
う
保
証
料
の
半
額
の
十
万
円
を

限
度
に
助
成
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
小
規
模
企
業
者
に
対
す
る

小
口
融
資
の
促
進
と
利
便
性
の
向

上
の
た
め
、
融
資
審
査
委
員
会
を

廃
止
す
る
「
小
規
模
企
業
者
小
口

資
金
融
資
促
進
条
例
」
の
改
正
案

に
つ
い
て
も
、
今
議
会
へ
上
程
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

市
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン

                

に
つ
い
て

①
市
は
な
ぜ
国
の
言
い
な
り

に
経
費
削
減
を
目
的
と
し
た

経
営
形
態
の
変
更
に
踏
み
出
そ
う

と
す
る
の
か
全
く
必
然
性
を
感
じ

な
い
。
内
部
努
力
と
し
て
は
、
あ

く
ま
で
患
者
本
位
を
貫
く
こ
と
を

基
本
に
良
い
と
こ
ろ
を
伸
ば
し
、

問
題
点
を
改
善
す
る
、
働
い
て
い

る
人
が
力
を
発
揮
で
き
る
条
件
整

備
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
改

革
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
基
本
的
な
見

解
を
求
め
る
。
②
市
民
病
院
に
は

い
く
つ
か
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
（１）
待
ち
時
間
の
長
さ
で
あ

る
が
、
特
に
患
者
の
多
い
内
科
で

は
診
療
番
号
の
掲
示
を
工
夫
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
（２）
受
付
の
問
題

で
あ
る
が
、
あ
る
人
が
事
情
で
予

新
学
習
指
導
要
領
の
対
応
と  

 

小
中
一
貫
教
育
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
の
教
育
基
本
法

改
正
に
始
ま
っ
た
教
育
改
革

は
、
教
育
振
興
基
本
計
画
の
策

定
、
そ
し
て
、
次
年
度
か
ら
新
学

習
指
導
要
領
の
移
行
処
置
期
間
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
教
育
首
都

つ
る
を
標
榜
す
る
本
市
と
し
て
、

次
年
度
か
ら
の
新
学
習
指
導
要
領

に
伴
う
移
行
処
置
に
つ
い
て
移
行

期
間
に
お
け
る
具
体
的
な
対
応

と
、
小
学
校
、
中
学
校
の
そ
れ
ぞ

れ
二
十
三
年
度
、
二
十
四
年
度
全

面
実
施
に
向
け
た
対
応
を
伺
う
。

ま
た
、
小
中
学
校
一
貫
教
育
全
国

連
絡
協
議
会
に
よ
る
と
、
小
中
連

携
等
に
よ
り
、
不
登
校
の
減
少

や
、
学
力
の
向
上
な
ど
そ
の
成
果

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
学

習
内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く

の
に
あ
わ
せ
、
義
務
教
育
の
あ
り

方
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
小
中
学
校
の
連
携
、
一
貫
教

育
も
視
野
に
入
れ
検
討
す
べ
き
だ

と
思
う
が
。

新
学
習
指
導
要
領
が
、
小
学

校
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年

度
か
ら
、
中
学
校
に
お
い
て
は
平

成
二
十
四
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
、

年
間
の
授
業
時
数
が
、
小
学
校
の

低
学
年
で
六
十
八
時
間
か
ら
七
十

時
間
、
中
高
学
年
で
三
十
五
時

間
、
中
学
校
は
全
学
年
三
十
五
時

間
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
す
る
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
度

か
ら
は
、
移
行
期
間
が
ス
タ
ー
ト

す
る
こ
と
と
な
り
、
学
校
教
育
法

施
行
規
則
に
お
い
て
、
新
年
度
に

お
け
る
教
育
課
程
の
編
成
や
実
施

内
容
が
示
さ
れ
、
小
学
校
に
お
い

て
は
、
道
徳
や
総
合
的
学
習
、
特

別
活
動
な
ど
に
つ
い
て
は
新
学
習

指
導
要
領
の
内
容
で
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
小
学
校
低
学

年
で
は
算
数
と
体
育
、
中
高
学
年

で
は
算
数
と
理
科
の
授
業
時
間
数

が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
五
・
六

年
生
で
は
外
国
語
活
動
が
新
設
さ

れ
て
お
り
、
本
市
の
八
小
学
校
に

お
い
て
は
、
英
語
活
動
を
二
十
時

間
か
ら
二
十
五
時
間
と
し
、
教
科

の
編
成
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
年
間
の
授
業
時
数
が
、

一
年
生
は
三
十
四
時
間
、
そ
の
他

の
学
年
は
三
十
五
時
間
増
加
す
る

こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
中
学
校
に

お
い
て
は
、
総
授
業
時
数
を
変
え

る
こ
と
な
く
、
選
択
教
科
な
ど
の

時
数
を
減
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
一

年
生
の
数
学
が
三
十
五
時
間
、
三

年
生
の
理
科
が
二
十
五
時
間
そ
れ

ぞ
れ
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
。
平

成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
教
材
・

備
品
な
ど
の
整
備
や
、
Ａ
Ｌ
Ｔ(

外
国
青
年
英
語
指
導
助
手)

の
一

名
増
員
、
及
び
学
校
地
域
支
援
本

部
に
よ
る
外
部
指
導
者
や
Ｓ
Ａ
Ｔ

(

学
生
ア
シ
ス
タ
ン
ト
テ
ィ
チ
ャ

ー)

ま
た
、
理
科
支
援
員
な
ど
の

人
材
の
確
保
に
適
切
に
対
応
す
る

と
と
も
に
、
教
員
が
研
修
会
な
ど

に
積
極
的
に
参
加
で
き
る
環
境
を

整
え
、
完
全
実
施
へ
の
ス
ム
ー
ズ

な
移
行
に
努
め
て
い
く
。
小
中
一

貫
教
育
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
東

桂
小
・
中
学
校
が
そ
れ
に
近
い
状

況
に
あ
る
た
め
、
両
校
の
関
係
の

良
い
点
、
悪
い
点
等
を
検
証
す
る

こ
と
を
手
始
め
に
、
先
進
地
の
実

情
を
調
査
す
る
等
様
々
な
角
度
か

ら
検
討
し
て
い
く
。
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約
の
変
更
要
請
を
し
た
さ
い
、
警

備
の
人
は
伝
え
て
お
く
と
言
っ
た

そ
う
だ
が
、
当
日
、
確
認
の
電
話

を
入
れ
る
と
「
予
約
の
変
更
は
出

来
な
い
、
一
旦
受
診
を
す
る
よ
う

に
」
と
断
ら
れ
、
「
決
ま
り
で
す

か
ら
」
と
取
り
合
っ
て
も
ら
え
な

っ
か
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か

に
も
受
付
の
対
応
に
は
不
満
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
患
者
の
生
活
は

多
様
で
あ
り
、
な
ん
で
も
「
決
ま

り
で
す
」
と
い
っ
た
対
応
で
は
批

判
は
免
れ
な
い
。
受
付
業
務
は
外

部
委
託
し
て
い
る
が
、
委
託
業
者

と
の
関
係
は
と
う
な
っ
て
い
る
の

か
。

①
当
面
は
現
状
の
経
営
形
態

で
あ
る
公
営
企
業
法
の
一
部

適
用
を
維
持
す
る
中
で
、
周
辺
病

院
と
の
連
携
を
強
化
し
、
互
い
の

医
療
機
能
の
特
色
を
生
か
し
つ

つ
、
圏
域
全
体
と
し
て
調
和
の
と

れ
た
地
域
で
二
次
医
療
が
完
結
で

き
る
体
制
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ

う
、
病
病
連
携
や
病
診
連
携
の
推

進
方
策
等
を
検
討
し
て
い
く
が
、

本
院
が
今
後
、
地
域
の
中
核
病
院

と
し
て
市
民
や
周
辺
地
域
の
住
民

に
一
層
質
の
良
い
安
定
的
な
医
療

を
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
、

さ
ら
な
る
収
益
の
確
保
と
費
用
の

縮
減
を
図
り
、
経
営
の
健
全
化
に

向
け
た
取
組
み
を
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
経
営
形
態
に

つ
い
て
も
本
院
の
実
情
に
応
じ
た

時
代
の
要
請
や
社
会
経
済
の
変
化

に
応
え
た
も
の
に
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
、
引
き
続
き
各
々
の
メ
リ

ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
比

較
・
検
討
し
、
よ
り
飛
躍
と
発
展

の
図
ら
れ
る
方
向
性
を
探
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
②
（１）
既

に
本
年
一
月
か
ら
、
待
合
ホ
ー
ル

の
二
ヵ
所
に
大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

を
設
置
し
、
医
師
の
休
診
や
診
察

日
の
変
更
、
ま
た
季
節
ご
と
の
疾

病
情
報
な
ど
様
々
な
診
療
情
報
を

表
示
す
る
と
と
も
に
、
現
在
、
診

察
し
て
い
る
番
号
を
目
安
と
し
て

二
十
番
代
ご
と
に
お
知
ら
せ
し
て

い
る
。
今
後
と
も
表
示
方
法
等
に

工
夫
を
こ
ら
し
、
患
者
の
待
ち
時

間
に
対
す
る
負
担
の
軽
減
を
図
っ

て
い
く
。
（２）
本
院
に
お
い
て
は
外

来
患
者
の
約
半
数
が
予
約
患
者
と

な
っ
て
お
り
、
一
ヵ
月
先
ま
で
、

三
十
分
で
三
人
か
ら
四
人
を
単
位

と
し
て
空
き
の
な
い
状
態
で
予
約

を
受
付
け
て
い
る
た
め
、
予
約
日

直
近
で
の
変
更
は
大
変
困
難
と
な

っ
て
い
る
。
変
更
の
場
合
は
、
再

度
一
般
外
来
で
受
診
し
て
い
た
だ

き
、
次
の
予
約
日
を
新
た
に
設
定

し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た

い
。
ま
た
、
診
療
時
間
外
で
の
予

約
日
の
変
更
等
の
問
合
せ
は
、
時

間
外
で
の
警
備
員
に
よ
る
予
約
日

の
変
更
手
続
き
は
行
っ
て
い
な
い

の
で
、
診
療
時
間
帯
に
改
め
て
ご

連
絡
い
た
だ
く
よ
う
案
内
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
患
者

に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
丁

寧
で
親
切
な
接
遇
と
説
明
に
つ
い

て
、
委
託
先
の
責
任
者
を
通
じ
て

指
導
を
徹
底
し
て
い
き
た
い
。

 

特
定
健
診
の
受
診
率

　
　
　
　
　

 

に
つ
い
て

「
過
日
の
新
聞
に
特
定
健
康

診
査
の
結
果
を
示
す
記
事
が

載
り
、
本
市
の
国
保
加
入
者
の
受

診
率
は
二
七
・
二
％
で
二
十
八
市

町
村
中
二
十
三
位
で
あ
っ
た
。

高

い

と

こ

ろ

は
、

北

杜

市

の

五
〇
・
九
％
を
筆
頭
に
早
川
町
、

小
菅
村
、
市
川
三
郷
町
な
ど
で
あ

る
。
本
市
の
場
合
、
受
診
率
向
上

の
た
め
費
用
を
無
料
に
し
た
が
低

か
っ
た
こ
と
で
特
筆
さ
れ
た
。

市
と
し
て
、
当
然
、
受
診
率
の
向

上
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。
注
目
し
た
い
の
は
北
杜
市

で
あ
り
、
特
に
実
施
場
所
が
八
カ

所
と
、
基
本
的
に
合
併
前
の
町
村

ご
と
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
気
軽
に
受

け
れ
る
と
い
う
の
は
受
診
率
向
上

の
鍵
だ
と
思
う
が
い
か
が
か
。
そ

の
他
、
今
回
の
結
果
を
当
局
が
ど

う
受
け
止
め
た
か
、
ま
た
、
今
後

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
問
う
。

今
回
の
結
果
を
踏
ま
え
、

新
年
度
、
受
診
率
を
ア
ッ
プ

す
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
具
体
的

な
取
り
組
み
を
す
る
こ
と
と
し

た
。
第
一
に
、
昨
年
は
十
三
市
の

中
で
都
留
市
を
含
め
二
市
が
健
診

費
用
を
無
料
化
し
て
い
る
が
、
引

き
続
き
無
料
化
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
た
。
第
二
に
は
、
周
知
活
動

の
徹
底
を
図
る
た
め
、
各
地
域
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
、
愛
育

会
な
ど
に
よ
り
健
康
教
室
を
実
施

し
、
健
診
に
対
す
る
意
識
の
高
揚

を
図
る
と
と
も
に
、
イ
ベ
ン
ト
や

メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
広
報
活
動

を
行
っ
て
い
く
。
第
三
に
は
、
健

診
期
間
を
、
二
回
に
拡
大
す
る
こ

と
と
し
、
第
一
回
は
六
月
九
日
か

ら
二
十
三
日
ま
で
の
土
日
を
含
む

十
五
日
間
を
予
定
し
て
お
り
、
こ

の
期
間
に
受
診
す
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
方
々
に
つ
い
て
は
、
十

月
の
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
の
健

診
期
間
に
合
せ
再
度
健
診
の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

30
人
学
級
の
実
施

　
　
　
　
　

に
つ
い
て

①
昨
年
八
月
「
小
学
生
の
不

登
校
は
年
々
減
少
し
て
い
る

一
方
で
、
山
梨
県
の
中
学
生
の
不

登
校
は
増
加
傾
向
に
あ
り
日
本

一
」
と
報
道
さ
れ
た
が
、
本
市
の

場
合
は
ど
う
か
。
②
県
で
は
そ

の
対
策
と
し
て
中
学
一
年
生
に

三
十
五
人
学
級
を
導
入
し
、
ス
ク

ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
の
配
置
の
手
立
て
を

講
じ
、
市
で
は
こ
の
ほ
か
に
、

都
留
大
生
に
よ
る
ア
シ
ス
タ
ン
ト

テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
の
配
置
を
し
て
い

る
が
、
決
定
的
な
の
は
担
任
の
負

担
を
減
ら
し
、
生
徒
と
向
き
合
う

時
間
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。

市
内
の
中
学
校
は
す
べ
て
一
ク
ラ

ス
三
十
五
人
以
内
と
な
っ
て
い
る

が
、
三
十
人
学
級
を
求
め
た
い
と

思
う
が
い
か
が
か
。
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①
本
市
に
お
い
て
も
中
学
生

不
登
校
生
徒
数
は
三
十
五
名

と
な
り
、
前
年
度
に
比
べ
四
名
増

で
、
不
登
校
率
は
〇
・
四
ポ
イ
ン

ト
増
の
三
・
二
八
％
と
厳
し
い
数

字
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
教
育

研
修
セ
ン
タ
ー
相
談
員
を
中
心
に

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
家
庭
相
談
員

等
と
の
連
携
を
強
化
す
る
中
で
、

不
登
校
生
徒
や
保
護
者
に
対
す
る

各
々
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
や

か
な
教
育
相
談
・
支
援
を
継
続
的

に
行
い
、
不
登
校
生
徒
の
減
少
に

努
め
て
い
き
た
い
。
②
三
十
人
学

級
編
制
を
行
な
う
た
め
に
は
、

教
師
の
増
員
に
つ
い
て
の
基
準
の

改
正
や
、
予
算
措
置
が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
山
梨
県
市

長
会
・
山
梨
県
教
育
長
会
等
を
通

じ
、
国
・
県
に
対
し
て
早
期
実
現

を
要
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
今
後
と
も
要
望
活
動
を
継
続

し
、
そ
の
実
現
に
努
め
て
い
き
た

い
。

 

リ
ニ
ア
新
幹
線
の

　
　

 

駅
誘
致
に
つ
い
て

①
駅
が
で
き
た
場
合
の
メ
リ

ッ
ト
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
駅
誘
致
の
理
由
は
富
士
五
湖
へ

傍
聴
へ
の
お
誘
い

　

あ
な
た
も
議
会
を
傍
聴
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

　

市
議
会
の
様
子
を
知
る
に
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
議
会
を
傍
聴
す

る
こ
と
が
一
番
で
す
。

　

議
会
の
傍
聴
は
、
本
会
議
の
当

日
に
所
定
の
受
付
簿
に
住
所
・
氏

名
を
記
入
す
る
だ
け
で
で
き
ま
す
。

　

あ
な
た
の
選
ん
だ
議
員
が
、
あ

な
た
の
立
場
に
立
っ
て
活
躍
し
て

い
る
姿
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

　

次
回
の
定
例
会
は
六
月
に
開
会

予
定
で
す
。

　

詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は

議
会
事
務
局

　

電
話　

四
三
ー
一
一
一
一

　
　
　

(

内
線
三
〇
〇
・
三
〇
一)

　

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

の
玄
関
口
は
郡
内
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
駅
誘
致

の
理
由
に
な
る
の
か
。
こ
の
点
で

は
駅
が
で
き
る
こ
と
に
よ
る
経
済

効
果
と
あ
わ
せ
て
検
証
と
説
明
が

必
要
で
あ
る
が
。
②
駅
設
置
の
財

源
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題

だ
が
、
設
置
の
可
能
性
が
あ
る
の

な
ら
富
士
五
湖
周
辺
の
市
町
村
の

負
担
に
つ
い
て
協
議
を
は
じ
め
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
③

駅
設
置
の
可
能
性
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
見
通
し
だ
が
、
ア
ク
セ
ス

道
路
の
問
題
が
あ
り
本
市
は
不
利

に
み
え
る
。
可
能
性
が
な
い
な
ら

ば
幻
想
を
振
り
ま
く
べ
き
で
は
な

い
と
思
う
。
市
長
の
認
識
と
今
後

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
問
う
。

①
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
の

す
べ
て
の
市
町
村
と
議
会
で

構
成
す
る
「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

富
士
北
麓
・
東
部
建
設
促
進
協
議

会
」
で
は
、
「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹

線
は
、
当
地
域
に
駅
舎
が
で
き
る

こ
と
に
よ
り
、
世
界
文
化
遺
産
の

指
定
を
目
指
す
富
士
山
と
首
都

圏
・
中
京
圏
を
直
結
し
、
さ
ら
に
、

世
界
へ
と
つ
な
ぐ
、
夢
の
架
け
橋

と
呼
べ
る
も
の
と
な
り
ま
す
。
」

と
東
部
圏
域
へ
の
駅
舎
設
置
の
メ

リ
ッ
ト
を
掲
げ
、
山
梨
県
知
事
、

県
選
出
国
会
議
員
に
、
駅
舎
設
置

等
の
要
望
書
を
提
出
し
て
い
る
。

本
市
に
お
い
て
も
、
富
士
山
観
光

の
玄
関
口
と
し
て
、
ま
た
、
様
々

な
施
設
や
企
業
の
誘
致
の
可
能
性

を
飛
躍
的
に
広
げ
、
地
域
発
展
や

振
興
に
繋
が
る
こ
と
が
期
待
で

き
、
そ
れ
に
伴
い
固
定
資
産
税
の

増
収
な
ど
、
直
接
的
並
び
に
間
接

的
な
経
済
効
果
が
大
き
い
も
の
と

考
え
て
い
る
。
②
横
内
正
明
山
梨

県
知
事
は
、
昨
年
十
一
月
十
七
日

の
内
外
情
勢
調
査
会
の
講
演
で
、

駅
の
設
置
経
費
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
リ
ニ
ア
実
験
線
の
建
設

に
伴
い
、
県
と
し
て
関
連
公
共
施

設
に
百
八
十
億
円
の
経
費
を
か
け

て
き
た
こ
と
や
、
百
三
十
四
億
円

を
Ｊ
Ｒ
東
海
に
無
利
子
で
貸
し
付

け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
山
梨

県
内
の
駅
は
Ｊ
Ｒ
東
海
の
負
担
に

よ
る
設
置
を
要
望
す
る
旨
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
本
市
に
駅
が
設

置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
で

も
、
財
源
問
題
に
つ
い
て
は
、
心

強
い
知
事
の
発
言
に
基
づ
き
、

県
や
周
辺
市
町
村
と
の
連
携
を
図

る
中
、
最
良
の
方
法
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。
③
山
梨
県
知
事
に
よ

り
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
県
内

の
中
間
駅
設
置
場
所
が
年
内
に
決

定
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
通

し
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
本

市
と
し
て
は
、
新
年
度
予
算
に
「
リ

ニ
ア
駅
周
辺
整
備
構
想
」
調
査
事

業
費
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
庁

内
に
「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
停
車

駅
誘
致
推
進
班
」
を
設
置
し
た
こ

と
に
よ
り
、
メ
リ
ッ
ト
や
優
位
性

な
ど
と
と
も
に
、
ア
ク
セ
ス
方
法

や
連
絡
道
路
、
さ
ら
に
駅
周
辺
整

備
の
構
想
、
ま
た
、
山
梨
か
ら
日

本
の
空
へ
、
世
界
の
空
へ
繋
げ
る

ル
ー
ト
構
想
等
に
つ
い
て
も
調
査

し
て
い
き
た
い
。
「
政
治
は
可
能

性
の
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
た
と
え
そ
の
可
能
性
が

僅
か
で
も
、
長
い
間
の
地
域
の
夢

の
実
現
に
向
け
最
大
限
の
努
力
を

す
る
こ
と
が
今
政
治
に
携
わ
る
私

達
の
使
命
で
な
い
か
。
こ
れ
ま
で

の
二
十
年
間
に
わ
た
る
取
り
組
み

の
重
さ
を
真
摯
に
受
け
と
め
、
ま

た
、
先
輩
諸
氏
の
労
苦
に
報
い
る

た
め
に
も
、
駅
設
置
に
向
け
て
、

全
力
を
あ
げ
て
誘
致
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。
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3 月定例会各委員会の審査内容と結果

【
総
務
常
任
委
員
会
】

　

本
委
員
会
は
、
付
託
さ
れ
た
議
第

一
号
、
議
第
九
号
、
議
第
一
二
号
、

議
第
三
一
号
の
一
部
及
び
議
第
三
四

号
に
つ
い
て
、
三
月
十
二
日
、
委
員

会
を
開
き
、
説
明
員
の
出
席
を
求
め

て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
審
査
の
過

程
で
は
、 

・ 
域
公
共
交
通
会
議
の
協

議
事
項
及
び
委
員
構
成
に
つ
い
て

・
公
立
大
学
法
人
都
留
文
科
大
学
の

市
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
そ
の
他

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
審
査
の
結

果
は
、
い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

三
七
号
に
つ
い
て
、
三
月
十
二
日
委

員
会
を
開
き
、
説
明
員
の
出
席
を
求

め
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
審
査
の

過
程
で
は
、 

・  

介
護
従
事
者
の
就
労

状
況
に
つ
い
て
・
介
護
保
険
及
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
に
つ

い
て
、
そ
の
他
、
質
疑
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
審
査
の
結
果
は
、
い
ず
れ
の

議
案
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
ま
し
た
。
次
に
、
平
成

二
十
年
請
願
第
二
号
「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
廃
止
を
求
め
る
請
願
」 

に
つ
い
て
は
、
審
査
未
了
と
い
た
し

ま
し
た
。

で
は
、  

・ 

小
規
模
企
業
者
小
口
資
金

の
利
用
状
況
に
つ
い
て
・
都
留
戸
沢

の
森
和
み
の
里
の
環
境
問
題
及
び
料

金
設
定
に
つ
い
て
、
そ
の
他
、
質
疑

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
審
査
の
結
果
は
、

い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

【
予
算
特
別
委
員
会
】

　

本
委
員
会
は
、
三
月
二
日
の
本
会

議
に
お
い
て
付
託
さ
れ
た
議
第
一
三

号
か
ら
議
第
二
七
号
ま
で
の
、
平
成

二
十
一
年
度
山
梨
県
都
留
市
各
会
計

予
算
、
議
第
二
八
号
平
成
二
十
一
年

度
都
留
市
水
道
事
業
会
計
予
算
及
び

議
第
二
九
号
平
成
二
十
一
年
度
都
留

市
病
院
事
業
会
計
予
算
を
審
査
す
る

た
め
、
三
月
十
六
日
、
十
七
日
の
二

日
間
に
わ
た
り
、
委
員
会
を
開
き
説

明
員
の
出
席
を
求
め
て
審
査
を
行
い

ま
し
た
。

審
査
の
過
程
で
は
、 

・ 

市
税
滞
納
者

へ
の
対
応
に
つ
い
て 

・ 

十
日
市
場

 

・

夏
狩
湧
水
群
の
周
辺
整
備
に
つ
い

て
・
父
子
家
庭
へ
の
支
援
事
業
に
つ

い
て
・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
施
設

整
備
に
つ
い
て
・
都
留
戸
沢
の
森
和

み
の
里
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
・
リ

ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
駅
誘
致
事
業
に

つ
い
て
・
消
防
の
広
域
化
に
つ
い
て

 

・
児
童
・
生
徒
の
就
学
援
助
の
状
況

に
つ
い
て
・
下
水
道
計
画
区
域
の
見

直
し
に
つ
い
て
・
市
立
病
院
の
診
療

体
制
等
に
つ
い
て
そ
の
他
多
く
の
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
審
査
の
結
果
、

議
第
一
三
号
、
議
第
一
四
号
、
議
第

一
八
号
、
議
第
二
〇
号
、
議
第
二
二

号
及
び
議
第
二
九
号
は
、
採
決
の
結

果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
し
、
他
の
議
案
に
つ
い
て
は
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
し
ま
し
た
。

【
社
会
常
任
委
員
会
】

　

本
委
員
会
は
、
付
託
さ
れ
た
、
議

第
二
号
、
議
第
三
号
、
議
第
五
号
、

議
第
六
号
、  

議
第
一
一
号
、   

議
第

三
一
号
の
一
部
、
議
第
三
二
号
、
議

第
三
三
号
、
議
第
三
六
号
及
び
議
第

【
経
済
建
設
常
任
委
員
会
】

　

本
委
員
会
は
、
議
第
四
号
、
議
第

七
号
、
議
第
八
号
、
議
第
一
〇
号
、

議
第
三
一
号
の
一
部
及
び
議
第
三
五

号
に
つ
い
て
、
三
月
十
三
日
委
員
会

を
開
き
、
説
明
員
の
出
席
を
求
め
て

審
査
を
行
い
ま
し
た
。
審
査
の
過
程
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都留市議会行政視察研修
　

　都留市議会では、２月１９日（木）から２月２０（金）にかけて、議員合同により行

政視察研修を実施しました。

　　　【研修内容】

　　　◆新本庄上里学校給食センター

　　　　・施設の建設概要及び運営等について 

　　　　

　　　　

　　　　・施設視察

　　　◆まちづくりの取り組みについて（場所：小諸市役所）

　　　　・地域住民と行政が協働するまちづくり推進の取り組みについて

　　　　・地域再生への取り組みについて

　　　　・駅・大手門周辺まちづくり整備について



(13)H21.5.1 No.151

　１月３１日付山梨日日新聞コラム「風林火山」について

　標記コラムの内容は都留市議会の名誉を著しく傷つけるものであり、都留市議会は３月議
会の冒頭、全員協議会において議長、副議長の責任で名誉回復のための措置を取ることを決
定しました。議長、副議長はこれを受け、３月３日、同コラムの執筆者を都留市議会に招き
事情をただした結果、執筆者は取材が一方的だったことを認め、謝罪しました。
　この問題については同紙購読者からも議会、議員に質問が寄せられており、事態の重要性
にかんがみ「議会だより編集委員会」として事実関係を市民の皆様に報告することとしまし
た。
　この「風林火山」の文章は東京都内で開かれた「議員力を考える」シンポジウムの場で、
都留市の女性議員が渡した議員活動報告文書の「議会不思議発見」というコラムが発端に
なっています。「風林火山」執筆者はこのコラムを「ユニークな企画」と評価した上で、こ
れを根拠に都留市議会を「ほとんど議論のないまま執行部提案を追認し、当選回数がものを
いう議会…」の典型と描き出しています。
　しかし、この女性議員の発行する活動報告は事実に反し、かつ議会運営についての無理解
に基づくものであり、発行された直後に議会内で厳しく批判され、そのときは当人も謝罪・
訂正を約束していたものです。しかし続いて発行された活動報告でも謝罪・訂正がされない
ばかりか開き直りに終始していたため、議会有志 ( 一人が女性議員を擁護 ) としてやむを得
ず反論の文章を全戸に配布したところです。
　この反論文で女性議員の主張の問題点は明らかにしてありますが、今回の経過をみれば、
女性議員が依然として批判された内容を理解していないことは明らかで、これらからも市民
に間違った理解を広げる危険性があり、新聞の影響力も考えた場合、議会としては「風林火
山」が触れている３点について重ねて説明する必要があると判断したものです。
①「議論の場」だと思っていたのに…。執行部から渡された資料を読み込む間もなく「異議
なし」の声。「いっぱい議論したいのに消化不良だよ―」( 女性議員の文章 )
　執行部提案を渡されたその場で、ただちに可否を判断できる人がいるでしょうか。
　女性議員が「議論の場と思っていた」のは、議会開会の４日前に議案の概要説明を目的に
開かれる全員協議会のことで、議案について内容を「読み込み」可否を決定する場ではあり
ません。当然のことですが、議会では本会議開会後に、議案を付託された常任委員会で「いっ
ぱい議論」( 審査 ) し、最終日に本会議で決定します。ちなみに都留市議会では常任委員会
に所属する議員以外の議員 ( 委員外議員 ) の発言も委員の発言の後に許されており、発言の
自由を保障する配慮がされています。
　女性議員の文章は会議の性格についての無理解にもとづくものですが、２年たった現在で
も依然として自説にこだわる態度は、議会人としての常識を疑わせるものといわざるを得ま
せん。
②市立病院の産婦人科問題特別委員会設置時には、「３期以上から委員を選ぶべきだ」との
声にあぜん。４人の子を産んでいても新人は「経験不足なの」(「風林火山」から )
　この問題で、議会は自治会連合会の協力を得て２万人を超える署名を集め、県知事、医大
学長と交渉する先頭に立ちました。このとき、議会に求められたのは迅速で的確な判断でし
た。選挙直後、短期間に特別委員会の構成を決めなければならない場面で「３期以上」( 議
長を除き半数 ) で構成したのは一つの見識でした。
　常識で考えれば分かることですが、この場合、子どもを産んだ経験は特に役に立つことで
はなく、女性議員の発言はたんなる自己主張として退けられました。また、ほかの議員から
も委員の選出方法に異論はありませんでした。また、交渉過程で特に女性議員が何の発言も
主張もしなかったことをみれば、「子どもを産んだ経験」と「議員力」に何の関連もなかっ
たことは明らかです。
③会派への疑問では、賛否の構図がほぼ決まっているとして「これじゃー執行部は緊張感を
持たなくて楽じゃんね」(「風林火山」から )
　議会内の各会派が執行部とどういう距離を保ち、どういう対応をするかはそれぞれの会派
の問題であり、会派が自主的に判断すべき問題です。また、その評価は選挙で有権者にゆだ
ねられるべきものです。
　女性議員が執行部に緊張感を与えるような存在になることは大いに歓迎しますが、そのた
めには自ら社会人・議会人としての常識を身につけてもらいたいと思います。その場合、議
場において個人の名誉を傷つける発言や都留文科大学の存亡を危うくするような発言をし、
２度にわたって発言を取り消し、謝罪した自らの行為をしっかり反省することから始めたら
どうでしょうか。
　都留市議会はこれからも都留市発展のために、その役割を発揮するために精進します。
　市民の皆様には、ぜひ議会に関心を持っていただき、議会運営にもご理解をいただくよう
お願いします。
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